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議案第３０号 

   特別区道路線の廃止 

上記の議案を提出する。 

令和４年２月２１日 

提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 道路法第１０条第３項の規定に基づき、本案を提出する。 
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   特別区道路線の廃止 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、特別区道路線

を次のように廃止する。 

 

整理番号 起   終   点 備  考 

 

Ｒ４－５ 

 

      １４７番５地先無番から 

世田谷区八幡山三丁目 

          １４７番２３地先無番まで 

 

八幡山三丁目３７番 

 

（参考） 

延  長 

（メートル） 

幅  員 

（メートル） 

面  積 

（平方メートル） 

道路の現況 

 

４４．７５ 

 

 

  １．８２ 

 

 

８１．４４ 

 

  な し 

 

 



南烏山一丁目

八幡山二丁目
粕谷一丁目

八幡山三丁目

粕谷二丁目

上北沢二丁目

上北沢四丁目

杉並区
上高井戸一丁目

案 内 図

廃止する特別区道路線

街区 八幡山三丁目３７番

京王線

八幡山駅

甲 州 街 道

環
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都立松沢病院

世田谷区立
芦花小学校・中学校

都立蘆花恒春園

明治大学
八幡山グラウンド

Ｎ

Nagata103
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（参考）


